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      館山市建築系公共施設カルテ 

 

参考資料：関連計画等                                                    

    第３次館山市行財政改革方針(H30.4 月)   

      館山市公共施設等総合管理計画（H29.6 月）  
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第１章 計画の概要                              

 

１ 計画策定の目的                                   

  

 本計画は、平成 29 年 6 月に策定した「館山市公共施設等総合管理計画」を推進するため、建築

系公共施設の劣化状況等を把握し、今後の施設方向性を定めることで、改修・更新費用の平準化

や維持管理経費縮減、施設の再配置等に資することを目的としています。 

 

２ 計画の背景と位置づけ                                

  

公共施設等の老朽化が顕在化し社会問題となったことから、国は、平成 25 年に「新しく造るこ

と」から「賢く使うこと」への転換を柱とした「インフラ⾧寿命化計画」を策定し、平成 26 年に

は、地方公共団体に対して人口予測なども踏まえた中⾧期的な視点による「公共施設総合管理計

画」の策定を要請しました。 

これを受け、本市では、平成 29 年 6 月に「館山市公共施設等総合管理計画」を策定し、個別施

設ごとの具体的な対応方針を「個別施設計画」として定めることとしています。 

 

 
（計画の位置づけ） 
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３ 計画の期間について                                 

 

「令和４年度（2022）～令和 18 年度（2036)」の 15 年間とし、本書ではその第 1 期計画とし

て令和 13 年（2031）までの工程を示すこととします。 

（計画の見直しについては第 5 章３参照） 

 

４ 計画の対象施設                                   

 

No. 施設名称 所在地 

１ 館山駅自由通路 北条 1879-2 
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第２章 施設マネジメント                                

 

１ 老朽化の現状                                     

≪簡易評価≫ 

施設名称 
耐用 

年数 

築 

年数 

屋根 

屋上 
外壁  

内部 

仕上げ 

電気 

設備 

機械

設備 

健全

度 

館山駅自由通路  38 22 D B C B B 56 

※築年数は令和 3 年 4 月１日時点の年数を記載しています。 

※学校施設の⾧寿命化計画策定に係る解説書（H29.3）に準じて簡易調査及び評価を実施していま

す。 

※調査項目・方法については、解説書に準じ、屋根・屋上、外壁、内部仕上げ、電気設備、機械設

備とし、目視、ヒアリング等による調査となります。各調査項目において、A～D の簡易評価を

行い、健全度を算出します。 

※屋根には軒の出、庇を含みます。外壁にはサッシ類を含みます。電気設備・機械設備は配管類

となります。 
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（学校施設の⾧寿命化計画策定に係る解説書（H29.3 月）より抜粋） 
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２ 対策の優先順位「点検・修繕、改修、適正配置等の基本的な考え方」                             

 

日常的に不具合箇所の把握に努め、劣化の度合いが小さいうちに対応することで、維持管理経

費の縮減に努めます。 

法定点検による指摘事項等については、速やかな是正に努めます。 

指摘事項や各種調査結果等の是正に係る内容が、修繕や軽微な改修で対応できない場合、利用

者の安心安全を第一に、必要に応じて施設の立入制限等を実施し、関係機関と調整のうえ、改め

て施設の方向性について検討します。 

日常点検等において、利用者に危害を及ぼすおそれや施設運営に支障をきたすおそれが、明ら

かになった場合においても同様とします。 

 

点検名称 対象施設 頻度 根拠法令 

電気工作物点検 館山駅自由通路等 年６回 電気事業法 

年次１回・隔月 6 回 

防災設備保守点検 館山駅自由通路等 年２回 消防法 

エレベーター保守点検 館山駅自由通路等 年 1 回 建築基準法 

 

利用者の利便性向上を伴う改修、屋根、外壁等の安全対策や施施設運営上、重要な改修につい

ては調査を実施し、調査結果に基づいた修繕計画を立てます。 

 なお、館山駅自由通路は軌道敷を跨ぐ施設であり、東日本旅客鉄道株式会社（以下、「ＪＲ」と

いう）と区分所有している施設であるため、ＪＲと綿密に情報交換を行い、対策の内容や時期を

合わせて実施するなど、重複経費を抑えつつ維持保全してまいります。 
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第３章 基本方針                                      

 

１ 公共施設等総合管理計画の基本方針                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（館山市公共施設等総合管理計画（H29.6 月）より抜粋） 

 

 

 

 

公共施設の整備・管理に関する「基本方針」 



〇個別施設計画の見方

  計画期間

  ・施設方向性：「館山市公共施設等総合管理計画」を踏まえた今後の施設方向性を記載しています。（継続的に検討・協議等を行い、内容を変更する場合があります）

  ・対策内容 ：施設方向性に基づく対策内容を記載しています。（内容や時期が変更となる場合があります）

  ・概算費用（千円）：対策内容に係る概算費用を記載しています。（随時、修正する場合があります）

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

西口空調機更新

（3,223）

修繕（823）

調査内容検討

屋上防水改修

（5,940）

修繕（2,429）

修繕（1,125） 修繕（2,209）

建物調査

（15,000）

修繕（1,500）

修繕 修繕 修繕 修繕 修繕

4,046 8,369 1,125 2,209 16,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 39,749

9

1 館山駅自由通路
実施年度

費用 計

（10年間）
対策内容

概算費用（千円）

館山駅は、駅舎部分は東日本旅客鉄道（以下、「JR」という。）、駅自由通路部分は館山市が区分所

有しており、軌道敷上にある建物であるため、列車運行に支障を及ぼす調査及び工事内容については

JRが実施することとなる。整備にあたってはJRとの協議が必要となる。

躯体の鉄に発錆が見られることから、建物調査をR８年度に実施し、調査結果を踏まえ、今後の整備

内容等を検討する。

また、エレベーターについては設置後20年以上が経過しており、修繕交換部分の調達ができなくなる

ため、優先的な更新を併せて検討する。（エレベーター１基交換 概算：2000万円 R3年度時点）

※ 目標使用年数（目安）68年「耐用年数+30年」

施設方向性（R4～R13） ③⾧寿命化

第４章 個別施設計画                                                                                                                                      

施設名称 計画期間 備考



10 

 

第５章 計画の継続的運用方針等                                              

 

１ 維持管理の項目・手法等                               

 

施設を適切に管理するために、修繕等の工事、法定点検だけではなく、日常的な点検を定期的

に実施し、施設の維持管理水準の向上に努めます。劣化状況を常日頃より把握し、必要に応じて

本計画に反映していきます。 

 

点検種類 内容 頻度 担当者 

日常点検 建築物や設備、工作物

の状況把握、清掃等 

定期的に実施 施設所管課担当者 

法定点検 

 

法令等に基づく内容 

 

各種周期に基づく 専門業者 

 

２ 施設データの整備と活用                                

 

 施設老朽化、財政状況、人口減少や利用者ニーズ等の変化に対応するため、施設の利用状況や

点検状況、コスト、修繕履歴等について、把握することとします。 
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３ 推進体制について                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（館山市公共施設等総合管理計画（H29.6 月）より抜粋） 

  

公共施設等総合管理計画において定めた推進体制に基づき、本計画を着実に推進していくため、

維持管理や点検・施設利用データ等の把握を行う施設所管課（担当課）と計画の進捗管理を行う

行革財政課が連携を図ります。 

庁内連携体制 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈都市計画課〉 

施設の維持管理（点検・修繕等） 

データ把握、老朽化対策 

〈行革財政課〉 

公共施設等総合管理計画 

・個別施設計画 進捗管理 

連携 

● 全庁情報共有 ⇒ 部長会議～三役会 

 

● 重要事項決定 ⇒ 行財政改革推進本部 

   本部長（市長） 副本部長（副市長） 

   本部員（各部長級） 

総務部 

行革財政課 
関係部署 相互協力 

による実行 

推 進 体 制 
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４ 計画の見直し等について                                

 

≪計画見直しの実施時期等について≫ 

計画見直しの実施時期については、計画期間の 5 年目となる令和８年度（2026 年度）に全体見

直しを行い、改訂を実施する予定です。 

なお、改訂時期に関わらず、工程の変更や施設方向性に変更があった場合などは、随時反映す

ることとし、次項に履歴を記録することとします。 

 

 

 
 

５ 変更、改訂等履歴                                   

 

変更（改訂）等年月 内容 備考 

令和３年１２月 策定 ― 

令和 5 年 3 月 一部修正（屋上防水改修工事の実施時期等

変更） 

 

令和８年 3 月 一部修正（年次計画の対策内容及び実施年

度等変更） 
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館山市公共施設 個別施設計画 

〈館山駅自由通路〉 

 

策定年月   ：令和３年１２月 

 

問い合わせ先 ：館山市 建設環境部 都市計画課 

電話：０４７０―２２―３６１０ 

（直通） 


